
 

事  務  連  絡 

令和８年３月 23 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その１） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添５までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



医－11 

には何を指すのか。 

（答）現時点では、日本集中治療医学会認定集中治療施設を指す。 

 

【訪問看護指示料】 

問 36 「Ｃ００７」訪問看護指示料について、訪問看護指示書の郵送代は、訪

問看護指示書を交付する医療機関が負担するのか。 

（答）そのとおり。 

 

【小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料】 

問 37 「Ｆ４００」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、

一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ

とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ

のような方法による投薬を行った場合は、「Ｆ０００」調剤料及び「Ｆ１０

０」処方料は算定せず、院内投薬に係る「Ｆ２００」薬剤及び処方箋料を算

定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ

と。」とされているが、この場合において、「Ｂ００１－２」小児科外来診療

料、「Ｂ００１－２－１１」小児かかりつけ診療料及び「Ｃ００３」在宅が

ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。 

（答）「処方箋を交付する場合」として算定する。 

 

【疾患別リハビリテーション】 

問 38 令和８年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設

されるとともに、週当たりにおける療法士の上限単位数が 108 単位であるこ

とが改めて示されたが、１週間の単位は、第１部初・再診料通則で定める単

位と同様か。 

（答）そのとおり。日曜日から土曜日までを週の単位とする。 

 

【休日リハビリテーション加算】 

問 39 令和８年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設された

が、令和８年５月 31 日以前に入院し、同年６月１日以降も入院している患

者に対して当該加算を算定する場合、起算日はどのように考えればよいか。 

（答）休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和８年５月 31

日以前であっても、当該日付を起算日と考え、６月１日以降、算定要件を

満たす日に算定可能である。 

 

【廃用症候群リハビリテーション料】 

問 40 「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者と

して、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一定以上の基本動
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